
知らなかったでは済まされない

機能性表示食品・化粧品販売のための広告表現の実際

Tokyo, April 19, 2017

This information is confidential and was prepared by Marunouchi Soleil Law Office for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Soleil's prior written consent.
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➢広告に関する法規制の概要
➢機能性表示食品と広告
➢化粧品と広告

皆様のメリット What’s in it for you?
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講 師

略 歴
➢ 大手外資系銀行コンプライアンス部
バイスプレジデント

➢ 法務省刑事局付検事
➢ 東京地方検察庁特捜部検事

➢ 東京大学理学部生物化学科卒

丸の内ソレイユ法律事務所
企業法務部長 弁護士齋藤健一郎

3



This information is confidential and was prepared by Marunouchi Soleil Law Office for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Soleil's prior written consent.

法規制の概要､優先して対処すべき事項

4

Impact Probability Risk

薬機法 High High High

景表法 High Medium High

健増法 Low Low Low

特商法 Medium Low Medium

High

Low

薬 機 法
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特 商 法

健康増進法

刑 事 罰

課 徴 金

刑 事 罰

刑 事 罰＊
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機能性表示食品と広告
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事 例 １

2017年４月１３日現在
受理件数８４９件

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1442.pdf 「機能性表示食品って何？」（消費者庁）

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1442.pdf
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事 例 １
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事 例 １
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事 例 １
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事 例 １

商品の表示

届出表示
（ＳＲによる届出
の場合）

本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類と
して）が含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリ
ゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂
肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを
助ける機能があることが報告されています。

商品の表示① 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）を含
む本品は、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪
と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らします。

商品の表示② ○○（商品名）で脂肪燃焼，脂肪分解，どんどんやせる！



This information is confidential and was prepared by Marunouchi Soleil Law Office for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Soleil's prior written consent.
11

Ｑ 機能性表示食品で景表法違反とされた例はあるか？

Ａ いまのところない

Ｑ 届出表示から多少はみ出た表示をしても問題ないのでは？

Ａ コンプライアンス上のリスクは小さくない。

Ｑ 根拠は？

Ａ 消費者庁表示対策課長の通知による。



This information is confidential and was prepared by Marunouchi Soleil Law Office for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Soleil's prior written consent.
12

事 例 １

２ 表示実態の把握等
・・・機能性表示食品については，消費者の信頼

性確保が特に要請されている現下の状況に鑑み，当
面の間，許可又は届出の範囲を超えた表示がなされ
ていないかどうかについて，許可又は届出のあった
全ての商品のウェブサイト等における表示の状況の
監視を毎年度実施することとし，問題のある表示に
接した場合には，当該表示の状況等を踏まえ，適切
に対処する。

消費者庁は，今年度，機能性表示食品
の景品表示法違反について措置命令を
出したいのでは！？
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消費者庁のメッセージ？

届出表示
「○○ペプチドに
は高めの血圧を下
げる機能があるこ
とが報告されてい

ます。」

• これだけ違う、驚きの
『血圧低下作用』

• 体験談「実感できたから
続けられる！」
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✓トマト○○○（特定保健用食品）
✓大手上場企業
✓表示内容

• 「トマト○○」は、消費者庁許
可の特定保健用食品です。

• 臨床試験で実証済み！これだけ
違う、驚きの『血圧低下作用』

• 体験談「実感できたから続けら
れる！」

This information is confidential and was prepared by Marunouchi Soleil Law Office for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Soleil's prior written consent.

本件商品は「本品は食酢の主成分である酢酸を含んでおり、血圧が高めの方に
適した食品です。」を許可表示とし、食生活の改善に寄与することを目的とし
て、 その食品の摂取が健康の維持増進に役立つ、又は適する旨を表示すること
のみが 許可されている特定保健用食品であって、血圧を下げる効果があると表
示するこ とについて消費者庁長官から許可を受けているものではなく、また、
高血圧※２は 薬物治療を含む医師の診断・治療によらなければ一般的に改善が
期待できない疾 患であって、薬物治療によることなく、本件商品を摂取するだ
けで高血圧を改善 する効果が得られるとは認められないものであった。

（健康増進法違反事例）
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機能性表示食品（最近の注目事例）
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アスタキサンチンには、手元のピント調節機能を助け、眼の疲労感や視界の
ぼやけ、眼の使用による肩や腰の負担を軽減することが報告されています。
手元の文字をしっかり見たい方、パソコン作業などによる、眼の疲労感や視
界のぼやけ、肩や腰の負担が気になる方に適した食品です。
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事 例 １

表示内容 平成２８年６月２７日から同月３０日までの間、
全国に配布された 日刊新聞紙に掲載した広告において、
例えば、次のとおり記載すること により、あたかも、対
象商品を摂取することにより、ボンヤリ・にごった感じ
の目の症状を改善する効果が得られるかのように示す表
示をしていた。
○ 「ボンヤリ・にごった感じに！！」
○ 「ようやく出会えたクリアでスッキリ！！」
○ 「つまり、XXXXの『アスタキサンチン アイ＆アイ』

でスッキリ・クリアな毎日を実感、納得の１粒を体感
出来ます。」

○「新聞・ 読書 楽しみたい方にᐅ目からウロコの実感
力！！ 爽快なクリア 感 アスタキサンチンを今すぐ始
めませんか？ クリアな毎日を応援します。」

○ 「多くのお客様より嬉しいお声をいただいている『ア
スタキサンチ ン アイ＆アイ』は１日１粒目安お飲み
頂くことで、晴れやかな毎日をサポートします！」

「アスタキサンチン」
→機能性関与成分として届出実績あり

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170309_0001.pdf

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170309_0001.pdf
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消費者庁のメッセージ？

届出表示
アスタキサンチンには、
手元のピント調節機能
を助け、眼の疲労感や
視界のぼやけ、眼の使
用による肩や腰の負担
を軽減することが報告

されています。

• ボンヤリ・にごった感じに！！
ようやく出会えたクリアでスッキ
リ！！

• アスタキサンチンＸＸでスッキリ・
クリアな毎日を実感

・新聞・ 読書 楽しみたい方にᐅ目から
ウロコの実感力！！

・ クリアな毎日を応援します。
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・機能性表示食品であっても届出表示をはみ出す表示
→機能性表示食品の広告の書きすぎ問題（アフィリエイト）

・機能性表示食品の届出をしていないのに機能性を表示
→機能性表示食品のふりをする類似商品問題

機能性
サプリ

機能性
乳酸菌

○○国
の機能
性食品

○内につき，東京都試買調査 不適正な表示広告の事例（抜粋）
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/03/28/documents/12.pdf

機能性表示食品

機能性表示食品ではない食品

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/03/28/documents/12.pdf
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効果等の宣伝
ウェブページ

効果等の宣伝
ウェブページ

商品ページ リンク
検索誘導

広告として認定

リンク
検索誘導

近年、インターネットを用いた広告手法の一つであるアフィリイトプログラムを用いて、ア フィリエイターが、アフィリエイト

サイトにおいて、広告主の販売する健康食品について虚偽 誇大表示等に当たる内容を掲載することがある。このようなア
フィリエイトサイト上の表示についても、広告主がその表示内容の決定に
関与している場合（アフィリエイターに表示内容の決定を委ねている場合
を含む。）には、広告主は景品表示法及び健康増進法上の措置を受けるべ
き事業者に当たる。

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について（全部改定平成 28 年６月 30 日消費者庁）

広告として認定

アフィリエイター記事 ＝広告として認定される可能性

This information is confidential and was prepared by Marunouchi Soleil Law Office for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Soleil's prior written consent.
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某アフィリエイトサイト
 下剤的な成分（ゴールデンキャンドル）
 血糖値を上げにくくする成分（サラシア）
 代謝に関わるビタミン（ナイアシン）を配合

食べた分をなかったことにする
強制的に便を出す
腸内の不要物を出してくれる
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機能性表示食品の広告に関する資料
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機能性表示食品の届出等に関するガイドライン（消食表第 141 号，234号）
１.保健の目的が期待できる旨の表示の範囲は、疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦（妊娠を計画している者を含
む。）及び授乳婦を除く。）の健康の維持及び増進に役立つ旨又は適する旨（疾病リスクの低減に係るものを除く。）
を表現するものである※１～３。例えば、次に掲げるものであり、明らかに医薬品と誤認されるおそれのあるもので
あってはならないこととする。
① 容易に測定可能な体調の指標※４の維持に適する又は改善に役立つ旨
② 身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又は改善に役立つ旨
③ 身体の状態を本人が自覚でき、一時的な体調の変化（継続的、慢性的で ないもの）の改善に役立つ旨

※１「診断」、「予防」、「治療」、「処置」等の医学的な表現は使用できない。
※２ 健康の維持・増進の範囲内であれば、身体の特定の部位に言及した表現も可能である。
※３ 可能な機能性表示の範囲内の例としては、特定保健用食品で認められている表現が挙げられる（疾病リスクの低減に
係るものを除く。）。

※４ 医学的及び栄養学的な観点から十分に評価され、広く受け入れられている評価指標を用いる。なお、主観的な指標に
よってのみ評価可能な機能性の表示も対象となり得るが、その指標は日本人において妥当性が得られ、かつ、学術的に
広くコンセンサスが得られたものとする。

２.本制度では認められない表現例としては、以下のものが考えられる。
① 疾病の治療効果又は予防効果を暗示する表現

（例）「糖尿病の人に」、「高血圧の人に」 等
② 健康の維持及び増進の範囲を超えた、意図的な健康の増強を標榜するものと認められる表現

（例）「肉体改造」、「増毛」、「美白」等
③ 科学的根拠に基づき説明されていない機能性に関する表現

（例）限られた免疫指標のデータを用いて身体全体の免疫に関する機能 があると誤解を招く表現、in vitro 試
験や in vivo 試験で説明された根拠のみに基づいた表現、抗体や補体、免疫系の細胞などが増加すると
いった in vitro 試験や in vivo 試験で科学的に説明されているが、生体に作用する機能が不明確な表現等

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/food_with_function_clains_guideline.pdf

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/food_with_function_clains_guideline.pdf
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http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150619premiums_1.pdf

機能性表示食品の広告等に関する留意点（消費者庁）

抽象的すぎる？

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150619premiums_1.pdf
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「機能性表示食品」適正広告自主基準（健康食品産業協議会，日本通信販売協会）

http://www.jaohfa.com/pdf/criteria_for_advertise.pdf

 消費者庁のお墨付きがあるわけで
はなく，自主基準

 内容があまりに厳格で，機能性表
示食品制度を生かせない？

http://www.jaohfa.com/pdf/criteria_for_advertise.pdf
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化粧品と広告
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化粧品の広告表現の基本ルール，資料

薬事法の施行について（効能範囲表）
医薬品等適正広告基準について（厚生省（当時））

医薬品等広告講習会 資料
化粧品の表示に関する公正競争規約（化粧品公取協）
化粧品等の適正広告ガイドライン（日本化粧品工業連合会）

http://www.japal.org/wp-content/uploads/mt/19610208_44.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_c.pdf
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/siryou.html
http://www.cftc.jp/kiyaku/kiyaku01.html
http://www.jcia.org/n/all_pdf/gul/JCIA2012_ADguide.pdf
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最新情報

平成２９年２月２日 消費者庁
「株式会社Ｘｅｎａに対する措置命令について」

「あれ？またしみ
が・・・」
「長年しみついた悩みやく
すみを洗顔だけで洗い流
す」「シミのもとメラニン
を含む、古い角質まで洗い
流せるんだとか！」

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/170202premiums_1.pdf

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/170202premiums_1.pdf
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「シワが90秒でみるみる・・・！」
「酵素の力でふっくらさせる」

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120719premiums_1.pdf

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120719premiums_1.pdf
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継続使用により，シワが引き
延ばされた状態をお肌が記憶

深く刻まれたシワは，徐々に
薄くなっていきます

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120628premiums_1.pdf

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120628premiums_1.pdf
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いずれも化粧品の効能の範囲を超える表現
表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料なし

✓ 商品を選ぶときに消費者が重視する事項について
✓ 実際と大きく異なる表示をし
✓ 多くの消費者が目に触れる方法で頻繁に広告をし
✓ 長期間、又は、多額の売上げをあげている
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景表法に違反すると？



This information is confidential and was prepared by Marunouchi Soleil Law Office for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Soleil's prior written consent.

景表法に違反すると？

34

景 表 法

✓ 指 導
✓ 措置命令
✓ 課 徴 金
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✓ 措置命令がでたら、どうなる？

報道されます

35

景 表 法
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✓ 措置命令がでたら、どうなる？

消費者庁のＨＰ等で
長期間公表されます
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景 表 法
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✓ 措置命令がでたら、どうなる？

37

措置命令の典型的な内容
① 表示が一般消費者に誤認を与えるものであった旨を一般消費者
に周知すること

② 再発防止に必要な措置をとり自社の従業員に周知すること
➂ 将来に向けて同様の行為を行ってはならないこと
④ 措置命令に従って行った内容を消費者庁に報告すること

景 表 法
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✓ 措置命令がでたら、どうなる？

さらに、

多額の課徴金
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景 表 法
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法律に違反したら？ 措置命令と課徴金納付命令の違い（資料）

景表法

第８条
（課徴金納付命令）

事業者が、第五条の規定に違反する行為（同条第三号
に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象
行為」という。）をしたときは、内閣総理大臣は、当
該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対
象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又
は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百
分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に
納付することを命じなければならない。ただし、当該
事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該
課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該
当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当
の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその
額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずる
ことができない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、
実際のものよりも著しく優良であること又は事実に相
違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは
役務を供給している他の事業者に係るものよりも著し
く優良であることを示す表示
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、
実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であるこ
と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似
の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係る
ものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示
す表示
自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各
号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

調査 弁明機会 措置命令 不服申立 確定
課徴金納
付命令

弁明機会

景表法

第７条
（措置命令）

内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又
は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業
者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行わ
れることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に
関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。そ
の命令は、当該違反行為が既になくなつている場合におい
ても、次に掲げる者に対し、することができる。
一 当該違反行為をした事業者
二 当該違反行為をした事業者が法人である場合におい
て、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存
続し、又は合併により設立された法人
三 当該違反行為をした事業者が法人である場合におい
て、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の
全部又は一部を承継した法人
四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る
事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業
者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断す
るため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者
に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な
根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合に
おいて、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項
の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表
示とみなす。

措置命令

措置を命ずることができる

課徴金納
付命令

課徴金を納付することを
命じなければならない

課徴金は、非裁量的処分
売上高×３％×３年

39
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措置命令を受ける確率は？
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景 表 法
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調査 弁明機会 措置命令 不服申立 確定端緒
課徴金納
付命令

弁明機会
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端緒は情報提供

情報提供案件の０．６％
調査案件の７％に措置命令

措置命令≒課徴金

都道府県については、平成２８年４月３０日現在、措置命令は３件のみ
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景 表 法
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表示管理体制の整備
（平成２６年１１月２４日「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針）

① 景品表示法の考え方の周知・啓発
② 法令順守の方針の明確化
➂ 表示等に関する情報の確認
④ 表示等に関する情報の共有
⑤ 表示等を管理するための担当者等（表示等管理担当者）
を定めること

⑥ 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要
な措置をとること

⑦ 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適
切な対応

42

対 策

景 表 法
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景 表 法 （参考資料）

（不当な表示の禁止）
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれ
かに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のも
のよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類
似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良である
と示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選
択を阻害するおそれがあると認められるもの

（課徴金納付命令）
第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為（同条第三号に該当する表示に係る
ものを除く。以下「課徴金対象行為」という。）をしたときは、内閣総理大臣は、当
該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金
対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を
乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
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健康増進法
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健康増進法に違反すると？

45

健康増進法

✓ 勧告（公表）
✓ 措置命令
✓ 刑 事 罰
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2016年消費者庁によるネットパトロール
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健康増進法

がん

脳梗塞

動脈
硬化

イン
フル

関節痛肝機能

花粉症

＊インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に 対する要請について（平成 27 年 10 月～12 月）

ロボット型全文検索システムを利用し、検索結果を目視で確認
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2016年消費者庁によるネットパトロール

47

健康増進法

✓ 142事業者 162 商品について、健康 増進法第 31 条第１項に
違反するおそれのある文言等を含む表示を行って いたことが
確認されたため、当該事業者に対し、当該表示の改善を要請

✓ 当該事業者が出店するショッピングモール運営事業者に対
し、同 要請を行った旨を通知し、当該運営事業者に表示の適
正化について協力を要請

＊インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に 対する要請について（平成 27 年 10 月～12 月）
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健康増進法

消費者庁が使った検索ワード一覧

検索ワード

２０１５年 ➢ 「癌」、「脳梗塞」、「動脈硬化」、「関節痛」、「インフルエン ザ」
等、

➢ 「ダイエット」、「痩身」、「脂肪燃焼」、「美白」等
➢ 「機能○○食品」等

２０１４年 ➢ 「インフルエンザ」、「ウィルス対策」、「ノロウィルス」、「乾 燥
肌」、「花粉症」等

➢ 「特定保健用食品」、「トクホ」、「特保」の許可表示を逸脱し た表現
➢ 「ダイエット」、「痩身」、「痩せる（やせる、ヤセる等）」、「脂 肪
燃焼」、「脂肪分解」、「脂肪排出」、「脂肪を消費」、「代謝向 上」、
「デトックス効果」、「体重減少」、「減量」等

➢ 「ガン（がん、癌）」、「脳梗塞」、「動脈硬化」、「肝炎」、「心臓
病」、「糖尿病」、「脳卒中」、「脳出血」、「くも膜下出血」、「脂
質異常症（高脂血症）」、「高血圧」、「肥満（症）」等

２０１３年 ➢ 「被ばく予防（治療）」、「放射性物質の体外排出」、「免疫力向上
（アップ）」、「白血病の発症リスクの低減」、「甲状腺機能低下を 防
ぐ」、「体内の放射性物質を吸着（排せつ）する」等
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薬機法
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✓ 医 薬 品

① 疾病の治療又は予防
を目的とする効能効果

② 身体の組織機能の一
般的増強、増進を主た
る目的とする効能効果

×

明示

暗示

＝ 医薬品

＊昭和４６年６月１日 薬発第４７６号

通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識するかどうかにより判断

薬 機 法
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通番 法人名等 見出し 対象 内容概要
適用条項（推定・参
考）

起訴日、逮捕日等 処分 メモ

14サプリメント販売会社役員 未承認医薬品の広告 化粧品
２０１４年２月から４月まで、自社のHP上で
国の承認を受けていない育毛剤「ロゲイン」の
効能などを広告した疑い

６８条 20140520逮捕

18「JIMOS」 誇大広告等 化粧品
「ほうれい線にハリ」などと表現していた。ま
た、使用前後の比較写真を用いていた。

６６条
201310行政指導（口
頭）

23製造販売業 未承認医薬品の無許可販売 化粧品
自作の液体「クリン８」を「皮膚科でも治らな
かったものが本当に治った」「必ず治る」など
とうたって、販売。

１４条、２４条 20130208逮捕
20130227略式命令
罰金５０万円

29県議会議員 未承認医薬品の広告 化粧品

２０１１年６月２８日、経営する化粧品販売会
社のHPに医薬品として承認されていない肌用
クリームについて、「アトピーや関節痛に効
く」などの効能を記載した。

６８条 20120309書類送検
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48摩耶堂製薬 無許可製造、誇大広告 化粧品

医薬品の製造許可しかとっていない自社工場で
化粧品の一部を製造したほか、自社HPで「血行
が促進され、皮膚の新陳代謝を促進する」とい
う化粧品の効能を超えた誇大広告を行った。

１３条、６６条
20100415業務停止命
令

54
化粧品製造販売「ヒューム」、同社社長
（同社長はNPO法人日本リンパセラピス
ト協会代表理事）

無許可販売 化粧品

クリームに鉱物の粉末を混ぜ、「免疫機能が向
上し、病気の予防になる」などと効能を宣伝し、
医薬品販売の許可を得ずに、１３０万円を売っ
た。社長は、２００７年２月、リンパの働きを
良くすることで健康を保つとする「リンパセラ
ピー」普及などを目的にNPO法人日本リンパセ
ラピスト協会を設立。会員は、マッサージ店の
関係者らで、研究会や講習会を開催、クリーム
の効能を宣伝した。会員は、会員価格でクリー
ムを購入し、客にも紹介していたとみられる。
売り上げは少なくとも年に数千万円とみられる。

２４条 20081020書類送検

56「健康ハウス有希」経営者 未承認医薬品の広告 化粧品

「有希クリーム」を販売するため、「筋腫もな
くなり、やっぱり乳がんも治った」などと記載
した新聞の折込チラシ約１３万３５００枚を、
新潟市の世帯に配付した疑い。
チラシを見た県警の捜査員が不審に思ったこと
が端緒。

６８条 22080612逮捕

145
通信販売会社「キャラウェイ」、同社社
長、ほか３名

未承認医薬品の無許可販売 化粧品
中国製の美容乳液を「胸がふっくらと豊かにな
る」などとうたい、販売。

２４条 19971125書類送検
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薬 機 法 （参考資料）

（承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止）
第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三
条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつ
て、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十
三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一
項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、そ
の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
五 第六十八条の規定に違反した者
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